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地方独立行政法人静岡県立病院機構

令和５年度業務実績に関する暫定評価（案）

１ 中期計画の実施状況の調査・分析の手法

中期計画の実施状況の調査及び分析は、機構が提出した令和５年度業務実績報告書（暫定版）

を基に、令和５年度における中期計画の実施状況を調査及び分析し、作成した。

具体的には、業務実績報告書中の「項目別業務実績」に機構が記載した「業務の実績」及び「自

己評価」の内容を県が確認し、中期目標に対する達成状況の観点から評価する方法である。

２ 機構による項目別業務実績の自己評価結果

機構による令和５年度項目別業務実績の自己評価結果は、119 項目中「Ｓ」評価が６項目、「Ａ」

評価が 96 項目、「Ｂ」評価が 13項目、「Ｃ」評価は該当なし、未評価が４項目であった。

【評価要領に定める機構の自己評価区分】

３ 実施状況の調査・分析における着眼点

「項目別業務実績評価」に記載した「県評価」のうち、中期目標の達成状況の観点において着

目した点や、業務運営の改善等を求める点について、中期目標の構成に沿って重点項目を抜粋し、

「第２ 項目別業務実績に対する県評価の概要」として記載した。

項目は、機構の中期計画及び令和５年度計画の項目に対応しており、また、各項目における

「（No.）」の番号は、項目別業務実績の番号に対応している。

抜粋した項目に係る県評価には、中期目標の達成状況や着目点に対する県評価について、以下

の区分記号を設定し、付与している。

第１ 中期計画の実施状況の調査・分析について

評価区分 評価 取組・成果の基準 数値目標項目 根拠記載

Ｓ
計画に対し十分に取り組み、

顕著な成果が得られている。

取組 十分

達 成

特に明記
成果 有（顕著）

Ａ
計画に対し十分に取り組み、

成果が得られている。

取組 十分
明記

成果 有

Ｂ
計画に対し十分に取り組ん

でいる。

取組 十分

未達成

明記
成果 未

Ｃ
計画に対する取組は十分で

はない。

取組 不十分
特に明記

成果 未

令和５年度

第３回評価委員会
資料１－３ 議題１
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【中期目標の達成状況や着目点に対する県評価に係る区分記号】

４ 機構の自己評価と県の評価の関係性

業務実績評価の過程における機構の自己評価と県の評価は、その目的、観点、評価対象等が異

なる点に留意が必要である。

【機構の自己評価と県の評価の関係性】

評価区分 評 価

☆ 「○」のうち、特に着目する状況であるもの。

○ 良好な状況であるもの。

△ より一層の取組を期待するもの。

▼ 取組の改善を強く求めるもの。

項 目 機構の自己評価 県の評価

目 的
実績を明らかにし、自己の業務運営の改

善に役立てること

実績を把握し、業務運営の改善を促すこ

と

観 点
中期計画に対する取組や成果に対する

評価

中期目標に対する達成状況や着目点に

対する評価

対 象 対象年度の実績

対象年度の実績だけでなく、過去の経緯

や中期目標期間を通した展望等にも着

目

評価区分

（根拠）

全項目に付与

（評価要領に規定）

重点項目を中心に抜粋した項目に付与

（規定なし）
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１ 県民に対して提供する医療サービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）医療の提供

ア 基本的な診療理念

イ 県立病院が担う役割

ウ 県立病院が重点的に取り組む医療

（ア）県立総合病院

第２ 項目別業務実績に対する県評価の概要

患者満足の向上（No.8） 評価 －

患者満足度調査を毎年実施し、調査結果を基に患者サービスの向上につながるよう、きめ細か

い改善策が講じられている。令和５年度上半期時点では集計中であるため、今回は未評価とする。

紹介・逆紹介の推進（No.9～11） 評価 ○

総合病院、こども病院の紹介率は、地域医療支援病院の承認基準を大きく上回っており、県内

医療機関の中核病院として、地域の医療機関との連携が積極的に図られている。

こころの医療センターの紹介率・逆紹介率は、新型コロナウイルス感染症の影響で減少傾向に

あるが、令和５年度上半期は、目標値を下回るものの令和４年度と同程度である。引き続き地域

移行支援に努め、高度精神科医療を担う役割を果たすことを期待する。

循環器疾患に対する高度専門的治療体制（No.29） 評価 ○

先端医学棟では、ＭＲＩ・ＣＴ・血管造影の３種類のハイブリッド手術室が活用されており、

ハイブリッド手術室使用件数の令和５年度上半期実績は 255 件と目標値（400 件）を上回る見込み

である。高度な施設基準等が要求される中、心臓血管外科や循環器内科の連携のもと順調に実績

を伸ばしており、高度・専門医療の提供により県の医療水準の向上に貢献している。

高精度な放射線治療の提供（No.30） 評価 ○

先端医学棟におけるリニアック３台体制による高精度な治療の提供により、放射線治療件数は

上半期時点で 472 件と目標値（1,000 件）と同程度となる見込みである。

外来化学療法の充実（No.31） 評価 ☆

外来化学療法加算件数は上半期時点で 6,946 件と、年間では目標値（12,000 件）を上回り過去

最大の件数となる見込みである。外来化学療法センターのリニューアルや、前日採血の実施、抗

がん剤治療の副作用である脱毛を抑制する頭部冷却装置（ＰＡＸＭＡＮ)の導入など、第３期中期

目標期間を通じたハード・ソフト両面での取り組みの効果が現れており、がん患者に対する質の

高い医療の提供だけでなく、治療と生活の両立などＱＯＬの向上に大きく寄与している。
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（イ）県立こころの医療センター

ロボット支援手術の活用（No.34） 評価 ☆

ロボット使用手術件数の令和５年度上半期実績は 193 件と、目標値（230 件）を上回る見込みで

ある。令和５年度は、これまでのダ・ヴィンチ２台体制に、前年度に購入した手術支援ロボット

「hinotori」を加えた 3台体制となり、更なる手術件数の増加が見込まれる。

先端医学棟ハイブリッド手術室等の運用（No.36） 評価 ○

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度以降、手術件数は目標値（9,400 件）を下

回っていたが、令和５年度上半期実績は 4,836 件と目標値を上回る見込みである。

高度救命救急センターの運営（No.38） 評価 ○

救急車受入率は令和４年度と同水準が見込まれ、軽症患者については他の二次救急病院で対応

するケースが増えるなど、地域医療機関との役割分担のもと、三次救急である高度救命救急セン

ターとしての機能発揮ができている。

効率的な病院運営（No.39） 評価 △

新型コロナウイルス感染症の専用病床の確保等により、令和５年度上半期時点の一般病床の病

床稼働率は 86.4％と目標値（90％）を下回っているが、５類感染症への移行に伴う専用病床の確

保数縮小等により、令和４年度実績を上回っている。引き続き、稼働率の向上に努めることを期

待する。

精神科患者に対する高度医療（No.43） 評価 ○

ｍ－ＥＣＴ実施件数について、他の医療機関から患者を積極的に受け入れており、令和５年度

上半期実績は 379 件と、目標値（700 件）と上回る見込みである。

多職種チームによる包括的在宅医療支援体制（No.46） 評価 ○

退院促進委員会でＡＣＴ支援対象者の抽出を毎月行うなど、患者のニーズに合わせた支援を継

続している。

医療観察法等の司法精神医療（No.47） 評価 ○

令和５年度は満床状態を維持しており、社会的要請である司法精神医療に対応している。

効率的な病院運営（No.49） 評価 △

新型コロナウイルス感染症の専用病床の確保等により、令和５年度上半期時点の病床稼働率は

83.5％と目標値（85％）を下回っているが、５類感染症への移行に伴う専用病床の確保数縮小に

より、令和４年度実績を上回っている。引き続き、稼働率の向上に努めることを期待する。
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（ウ）県立こども病院

(エ）各県立病院が連携して取り組む医療

小児重症心疾患に対する高度な専門的治療（No.51） 評価 ○

令和５年度上半期の心臓カテーテル治療実績は、令和５年度上半期実績で 125 件と目標値（200

件）を上回る見込みである。

ハイリスク胎児・妊婦に対する高度専門的治療（No.52） 評価 ○

他の医療機関では対応が困難な超低出生体重児、極低出生体重児を受け入れながらも、効果的・

効率的なベッドコントロールに努め、高い診療実績をあげている。

小児がん拠点病院としての取組（No.53） 評価 ○

小児がん登録件数は、令和５年度上半期実績で 18 件とやや減少しているが、年度末には令和４

年度と同程度の件数となる見込みである。令和５年度からは国指定の小児がん拠点病院として２

期目の取組を開始しており、小児がんに対する集学的治療を行っている。

小児救急医療体制（No.54） 評価 ○

24 時間 365 日小児重症患者を受け入れることができる体制を継続して維持しており、ドクター

カーやドクターヘリを活用した搬送にも対応している。

効率的な病院運営（No.60） 評価 △

電子カルテシステムの更新に伴う調整等により、令和５年度上半期の病床稼働率は 73.0％と目

標値（75％）を下回っている。また、複数科でのオンラインによる外来診療体制を維持し、遠隔

外来患者数は 78 件と、遠方から来院する患者の負担軽減に努めている。

チーム医療の推進（No.5） 評価 ☆

新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、総合病院において、院内感染対策チームが

県や市保健所等との情報共有や患者受入れに関する調整などを行っており、県内の医療提供体制

の確保に貢献している。また、総合病院の精神科リエゾンチームや認知症ケアチームを中心とし

た取組により、令和５年度から総合病院に精神科身体合併症病棟を設置し、患者の負担軽減及び

診療科地域偏在の解消に寄与している。

３病院の連携による医療の提供（No.14） 評価 ○

精神科患者における身体合併症、周産期医療における合併症への対応等において、３病院の各

特性を活かして連携が図られている。こども病院から総合病院へ癒着胎盤の母体搬送が行われる

など、同一法人の利点が活かされている。
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（２）医療従事者の確保及び質の向上

ア 医療従事者の確保・育成

リハビリテーション活動の充実（No.17） 評価 △

こころの医療センターにおけるリハビリ実施件数は、近年減少傾向であり、特にリハビリ実施

件数のうちデイケアの件数については、新型コロナウイルス感染防止対策として受入人数等を制

限していたため、減少が続いていたが、令和５年度は従来の活動を再開していることから、令和

４年度を上回る見込みである。精神疾患患者の社会復帰と在宅医療の支援について、デイケアの

利用者の増加に向け、活動再開に伴う調整など継続的な取組を期待する。

リハビリテーション活動の充実（No.18） 評価 ☆

こども病院における理学療法件数は、小児集中治療室患者への早期離床の介入等により、令和

５年度上半期実績で 12,847 件と目標値（15,000 件）を上回る見込みであり、作業療法件数は、増

員された療法士が経験を積み、集中治療系病棟患者にも対応したことにより、6,166 件と令和４年

度を上回る見込みである。これらの体制強化により、患者の早期機能回復に寄与している。

発達障害（No.22） 評価 ○

こども病院の発達小児科においては、医師２人による体制で可能な限り最大限の実績をあげて

おり、県立病院としての役割を果たしている。

移行期医療（No.23） 評価 ○

こども病院においては、静岡県移行期医療支援センターにおいて、医療機関関連マップの作成

など、移行期医療支援体制の拡充に取り組んでいる。

高度・専門・特殊医療の提供のための先進的施設・設備（No.24） 評価 ○

令和４年度から令和５年度にかけて、３病院の医療情報システムを統合した電子カルテの導入

を行ったほか、総合病院におけるＭＲの購入など、高度な治療への対応強化に取り組んでいる。

医療的ケア児への対応（No.59） 評価 ○

こども病院においては、令和２年度に障害福祉サービス事業所の指定を受け、令和５年度上半

期には延べ１人が短期入所を利用した。また、在宅移行後のフォローにも取り組んでおり、理学

療法件数は、上半期時点で 12,847 件と目標値（15,000 件）を上回る見込みである。

業務運営に必要な人材の確保（No.61） 評価 ○

職員数の管理においては、現状を踏まえた適正な人員規模を検討しつつ、職員採用を行うなど、

状況を勘案して臨機応変に対応しており、地方独立行政法人としての機動性・柔軟性を発揮して

いる。
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イ 勤務環境の向上

看護師確保対策（No.64） 評価 －

令和５年度は下半期に就職説明会への参加や養成校訪問等を行うため、今回は未評価とする。

学生と病院とのミスマッチを減らすため積極的に対面での説明会等を開催するほか、ＷＥＢ等も

活用するなど、臨機応変な対応が期待される。

メディカルスキルアップセンターの活用（No.66） 評価 ○

センターの利用者数は減少傾向にあるが、一定程度の利用者数は確保されており、現場に即し

た実践的な研修が提供されている。また、静岡市医師会と連携した研修会の開催など、充実した

研修施設が地域に共有されている。

ラーニングセンターの活用（No.67） 評価 △

こども病院においては、本館リニューアル工事や新型コロナウイルス感染症への対応、病棟再

編の検討等の様々な要因が重なり、ラーニングセンターの休止状態が続いているが、Ｌ棟３階大

会議室をラーニングセンターとする方針を定め、整備を進めている。

医療従事者の事務的業務の軽減（No.73） 評価 ○

医師以外の職種においては、既に時間外労働時間の上限規制が導入されているほか、看護補助

者の配置により看護師等の負担軽減を図るなど、適切な人員配置や部署を超えた協力体制の構築

に取り組んでいる。

勤務環境の向上（No.75） 評価 ☆

各病院ともに職員の就労環境の向上に向けた院内施設の充実に取り組んでいる。

医師の働き方改革について、総合病院では、令和６年度から適用される時間外労働上限規制に

対応するため、県から「特定地域医療提供機関」の指定を受け、チーム制・複数主治医制、タス

クシフトの推進など、病院全体で積極的な取組を進めている。
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（３）医療に関する調査及び研究

ア 研究機能の強化

イ 診療等の情報の活用

（４）医療に関する地域への支援

ア 地域の医療機関等との連携・支援

イ 社会的要請への協力、知識・技術普及

研究支援体制の充実（No.77） 評価 ☆

リサーチサポートセンターにおいては、令和３年度に静岡社会健康医学大学院大学が開学した

後も、引き続き研究が行われており、社会健康医学研究の推進に貢献している。臨床研究数は上

半期時点で 399 件と目標値（280 件）を上回っており、意欲ある医師に研究や学術交流の機会を提

供することで、今後の医療水準の向上と、魅力的な臨床研究環境をＰＲすることによる医師確保

への貢献が期待される。

また、きこえとことばのセンターにおいては、令和５年度に、聴覚支援に先進的であるオース

トラリアの機関とオンラインミーティングを重ね、難聴児の療育プログラムの確立に向けた検討

会や親子教室での検証を実施しているほか、新生児聴覚スクリーニング検査を一元化した情報管

理システムの開発を行い、県内医療機関で導入を開始しており、今後の更なる県民への成果還元

が期待される。

ＤＰＣの診療情報の活用（No.79） 評価 ○

ＤＰＣの算定式における入院期間Ⅱ（全国のＤＰＣ参加等病院の平均在院日数）以内の退院実

施率等について、毎月内部の会議において共有し、平均在院日数の短縮に努めているほか、診療

報酬請求の請求漏れ対策のために活用するなど、診療情報の病院運営への活用が図られている。

県の医師派遣事業への協力（No.81） 評価 ○

自助努力での医師確保が困難な公的医療機関に対して医師を派遣することで、必要な診療部門

の確保など、地域の医療提供体制維持に貢献している。県の補助による派遣以外にも、地域医療

支援病院として自主派遣を行っている。地域医療連携推進法人として認定され、桜ヶ丘病院への

医師派遣など、静岡医療圏における救急医療体制の維持に寄与している。

専門医制度への対応（No.84） 評価 ○

令和５年度の採用数は３病院ともに定員には満たないが、各病院の研修プログラムにおいては、

充実した医療施設・設備のもと、専門医・指導医による指導体制を構築するなど、充実を図って

いる。

社会的要請への協力、知識・技術普及（No.88～92） 評価 ○

多職種の医療チームが参加してがんの症例検討を行う「拡大キャンサーボード」、他団体等が主

催する講演会への講師派遣、医療観察法に基づく鑑定要請への協力など、地域の医療従事者の養

成や県立病院としての社会的役割に応じた取組が行われており、機構の有する高度・専門医療の

技術や知見が積極的に地域に共有・還元されている。
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ウ 県民への情報提供の充実

（５）災害等における医療救護

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

公開講座の開催（No.96） 評価 ○

令和５年度上半期時点における３病院合計の実施件数は 62 件と目標値（69 件）を上回る見込み

である。また、きこえとことばのセンターにおいても、令和４年度に引き続き多くの研修会を実

施しており、難聴児への支援が拡充されている。

災害等における医療救護（No.100～102） 評価 ○

３病院ともに、災害医療訓練の実施、国・県等が実施する訓練への参加、災害対応マニュアル

の整備等、県民の安全・安心を守る医療救護活動の拠点としての体制整備と取組の充実が図られ

ている。令和５年度は、ＤＭＡＴ看護師研修の開始に伴い、看護師が参加しやすいよう県内３地

域での開催や看護師部会の発足など、体制強化に努め、災害対応の基幹的役割を果たしている。

なお、令和６年能登半島地震の被災地域へＤＭＡＴ・ＤＰＡＴを派遣している。

業務改善運動の推進（No.108） 評価 －

毎年、優良提案を機構内で審査・表彰し、職員の業務改善に向けたモチベーションの維持・向

上を図るとともに、表彰事案を県職員の庁内改善運動である「ひとり一改革運動」の年間表彰に

推薦している。令和５年度上半期時点では集計前であるため、今回は未評価とする。

材料費等の節減（No.115） 評価 ○

総合病院、こども病院では、共同購入組織（一般社団法人日本ホスピタルアライアンス）への

加盟により節減に努めている。こころの医療センターにおいては、入院患者の持参薬を３病院間

の採用薬に切り替える取組を行うことで、在庫の削減に取り組んでいる。

効率的な医療機器購入・管理（No.116） 評価 ○

医療機器導入に当たっては、業者間・機種間の競争性を確保するとともに、ベンチマークデー

タの活用、保守契約の見直し等により、効率的な調達を図っている。
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３ 財務内容の改善に関する事項

経常収支の状況（No.119） 評価 △

令和５年度は、入院・外来患者数や手術件数等においては新型コロナウイルス感染症の影響か

らの回復が見られるが、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等が縮小するとともに、社会全

体での物価高騰の影響により経費が増大し、機構全体としては、経常収支比 97.0％、年間で約 15.8

億円の経常収支赤字を見込んでいる。ただし、第３期中期目標期間を累計した損益計算における

経常収比率は 100.6％となり、中期目標で指示した５年間を累計した損益計算における経常収支比

率 100％は達成する見込みである。

今後の人口減少・少子高齢化の進行や患者の受療行動の変化など、地域における将来の医療需

要を見据え、病院機構全体での課題を検討のうえ、収益確保及び費用の節減、業務運営の改善・

効率化を一層進める取組が期待される。


